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第１　工場等設置事業補助金の仕組み 

 

１　目的 

工場等設置事業補助金は、企業の経営安定や事業拡大、雇用の拡大を支援し、地域経

済の活性化を図ることが目的です。 

 

２　事業内容 

伊那市内への工場等の新設・移設・増設で、固定資産（土地・家屋・償却資産）の投

下額が１,０００万円以上の場合に助成します。（小規模事業者および建設業者は５００

万円以上） 

補助率は当該固定資産税額の１００％～２５％です。最長４年間の助成となります。

※固定資産投下額等により補助率及び補助期間等が異なります。 

 

３　補助率及び補助期間 

 

 
投下固定資産総額 対象企業 区分

補助率

備考

 初年度 ２年目 ３年目 ４年目

 
500 万円以上～

小規模企業者 
建設業者

新設 
移設 
増設

100%以内 － － －

 　1,000 万円以上～ 

5,000 万円未満

新規企業 新設 100%以内 － － －

 既存企業 移設・増設 100%以内 － － －

 

5,000 万円以上～ 

1 億円未満

新規企業

新設 100%以内 100%以内 － －

 償却資産のみ 100%以内 75%以内 － －

 
既存企業

移設・増設 100%以内 100%以内 － －

 償却資産のみ 100%以内 75%以内 － －

 

　 1億円以上～ 

10 億円未満

新規企業

新設 100%以内 100%以内 100%以内 －

 償却資産のみ 100%以内 75%以内 50%以内 上限 300 万円

 
既存企業

移設・増設 100%以内 100%以内 100%以内 －

 償却資産のみ 100%以内 75%以内 50%以内 － 上限 300 万円

 

10 億円以上

新規企業

新設 100%以内 100%以内 100%以内 50%以内

 償却資産のみ 100%以内 75%以内 50%以内 25%以内 上限 300 万円

 
既存企業

移設・増設 100%以内 100%以内 100%以内 50%以内

 償却資産のみ 100%以内 75%以内 50%以内 25%以内 上限 300 万円
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第２　申請対象 

 

１　対象者 

(1) 対象地域 

伊那市全域（伊那市内の事業所に対する投資が対象です） 

 

(2) 対象業種 

建設業、製造業、ソフトウェア業、道路貨物運送業、倉庫業、機械修理業、電気機

械器具修理業、こん包業、新技術新製品の研究開発を行うもの、その他市長が必要と

認めたもの。 

　　※原則として、日本標準産業分類と同一の用語を使用しています。 

 

(3) 固定資産投下額 

ア　１,０００万円以上 

イ　小規模企業者又は建設業においては５００万円以上 

※小規模企業者とは、常時使用する従業員の数が２０人以下の事業者です。 

（中小企業基本法に規定しているもの） 

※対象となる固定資産については下記「２　対象となる固定資産」参照。 

 

２　対象となる固定資産 

生産に直結する部分 または 工場等と同じ棟の福利厚生施設の投下固定資産が対象と

なります。（固定資産として市に申告いただいているもの） 

例として、 

対 象 と な る：製造部門、研究開発部門、生産機械、工場の空調設備、太陽光発電設 

備（売電でないもの）、工場の電気工事・配管工事、配送に係る舗装

工事等 

対象とならない：事務部門、営業部門、会議室、完成品の倉庫（壁で明確に仕切られて

いるもの等）、駐車場、喫煙所、外構工事　等 

 

※福利厚生施設については、事業活動上必要な施設（更衣室、浴場、休憩室、仮眠室、

宿泊室）や食堂が対象となります。 
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第３　手続きの流れ 

 

１　申請 

(1) 提出書類 

 

【共　　通】 

□　申請書 

□　実施計画書 

□　同意書 

□　投下固定資産の一覧 

□　法人の登記事項証明書 

□　決算書 

□　施設の位置図、資産の配置図 

 

 

【償却資産を取得した場合】 

□　償却資産（増加資産）申告書・種類別明細書の写し 

　　貴社が今年１月に市税務課に申告しているものです。 

　　対象となる資産にマーカーを引き、添付してください。 

　　市税務課窓口でも発行可能です。（発行手数料 300 円） 

 

【土地、家屋を取得した場合】 

□　固定資産税 都市計画税　土地・家屋課税明細書の写し 

　　今年４月に市税務課より納税義務者あてに送付されているものです。 

　　対象となる資産にマーカーを引き、添付してください。 

□施設の設計図 

□土地の登記事項証明書 

□公図の写し 

 

 

(2) 提出期間 

令和８年４月１日(水) ～ 令和８年５月２９日(金) 

 

(3) 提出先（窓口持参、郵送、E-mail のいずれか） 

伊那市商工観光部商工振興課（〒396-8617　伊那市下新田 3050 番地） 

　　　E-mail：skk@inacity.jp 

下記の「償却資産（増加資産）申告書・種類別明細書

の写し」及び「固定資産課税台帳の写し」の資産のう

ち、対象となるものをご記入ください。 

後日、データでの提出をお願いしますので、 

ご協力お願いします。 

なお、必要な項目が記載されていれば、貴社様式で

も結構です。（記入例「４ 投下固定資産の一覧」）

補助金の対象となる固定資産は

税務申告されていることが前提

です。 

税務申告した資産と、 

補助金申請した資産との 

不一致をなくすため、左記の作業

をお願いします。
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２　現地調査 

　申請いただいた資産が補助対象となるか現地で確認させていただきます。ご協力をお

願いします。 

　実施予定期間 … 令和８年７月～９月上旬 

 

３　交付決定 

申請資産について審査をし、補助金額の交付決定をします。交付を決定した場合は

「交付決定通知書」を送付します。 

 

４　実績報告 

　　補助事業が完了（令和８年度分の固定資産税の納税が完了）したら、「実績報告書」

をご提出いただきます。 

　　提出書類 … 実績報告書 

 

５　交付確定 

　　実績報告書を審査し、補助金額の交付確定をします。交付を確定した場合は「確定通

知書」を送付します。 

 

６　請求 

　　確定通知書を受け取りましたら、請求書をご提出いただきます。その後、指定口座へ

補助金を入金します。 

　　提出書類 … 請求書 

 

７　その他（補助金の返還規定について） 

　　次の(1)または(2)に該当した場合、ア または イにより補助金の返還をしていただき

ます。 

　(1) 補助金の交付の対象となった施設等の全部又は一部を譲渡、廃棄または市外へ移転

等したとき。施設等に係る事業を中止し、又は廃止したとき。 

　(2) 補助金の交付の対象となった施設等に係る事業を中止し、又は廃止したとき。 
　ア　(1)または(2)に該当した場合において、当該年度の前年度に補助金が交付されてい

るときは、その２分の１以内の額を返還していただきます。ただし、災害等（当該企

業の責めに帰することのできない事由に限る。）の理由による場合は、この限りでは

ありません。 

　イ　新規企業が、操業開始から５年以内に(1)または(2)に該当したときは、交付した補

助金総額の１０分の１以内の額またはアの規定により算出した額のうち、いずれか多

い額を返還していただきます。  
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第４　記入例 

 

１　申請書 

 

令和８年度

令和８年４月１日
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２　実施計画書　（１ページ目） 
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２　実施計画書　（２ページ目） 

以降の欄は別制度のための

記入欄ですので、本制度で

は記入不要です。
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３　同意書 

 

令和８年４月１日

法人名　　株式会社イナタロー
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４　投下固定資産の一覧 

令和８年度　商工業振興条例補助金対象　土地･家屋及び償却資産一覧 【１年目分】

【株式会社●●●●】

土地

所在地 取得価格(円) 税額（円）

福島●●● 0

福島●●● 0

福島●●● 0

福島●●● 0

43,542,408 0

家屋

取得価格(円) 税額（円）

鉄骨造　1階建 13,420,156 0

鉄骨造　2階建 53,220,000 0

66,640,156 0

償却資産

取得価額 課税標準額 税額

（円） （円） （円）

1 構築物 看板 1 R7.1 237,900 20 0

2 機械及び装置 走行型チェーンブロック 1 R7.2 3,690,000 6 0

3 構築物 排気ダクト設備 1 R7.3 2,314,884 15 0

4 構築物 吸気ダクト設備 1 R7.4 1,472,415 15 0

5 構築物 給水設備 1 R7.5 543,900 15 0

6 構築物 排水設備 1 R7.6 1,189,400 15 0

7 構築物 ガス配管設備 1 R7.7 317,910 15 0

8 構築物 エアー配管設備 1 R7.8 113,318 15 0

9 機械及び装置 KS式大型乾燥炉 1 R7.9 8,106,780 6 0

10 機械及び装置 ベンチュリーブスVBL-30DM6 1 R7.10 1,480,000 6 0

11 機械及び装置 ベンチュリーブスVB-20DM6 1 R7.11 1,030,000 6 0

12 機械及び装置 ニューマブラスター 1 R7.12 2,325,000 6 0

0

0

0

0

0

0

0

合計 22,821,507 合計 0 合計 0

取得年月日 面積(㎡) 課税標準額(円)

1,563.00

1,835.82

166.67

161.67

合計 3,727.16

取得年月日 構造 床面積(㎡) 課税標準額(円)

R7.3 365.44 

R7.3 780.75 

合計 1,146.19 

令和７年●月

配置
番号

種類 償 却 資 産 の 名 称 数量
取得
年月

耐用
年数

減　価
残存率

増加
償却

摘要 備考 内容

ü 償却資産の欄は、直近の１月に市の税務課に提出された償却資産の申告書を基に、

令和７年中に増加した資産をご記入ください。 

ü 決算時に償却資産の修正申告をされる場合には、担当者にご相談いただくととも

に、５月末時点では修正申告で増加を予定している資産を含めてご申請いただき、

現地確認前までに対象資産が確定となるようにしてください。


